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第３章 病院の役割と目指す病院の姿 

１．地域包括ケアシステムを踏まえた当院の役割・機能 

村唯一の一次医療機関として、保健・福祉・消防さらに社会福祉法人猿払福祉会と連携を

密にし「地域に密着した病院」として、住民が安心して生活ができる医療の提供に努めてき

ました。患者層は高齢者が多く、入院も慢性期の患者が大半で、現在の内科診療体制の維持

が必須です。小児科や腎臓内科など他の診療科の設置を求める声もありますが、各専門科の

医師を当院に配置することは現実的ではなく、小児診療を含めた幅広い分野を研修・経験し

た総合診療医が常勤医となることで、村民の様々な症状や相談に応えています。 

救急患者の発生は年間 130 件余りあり、うち当院への搬送は約 80 件ありますが、特に救

急時には的確な一次診断と、二次医療機関への適切な転院搬送判断が求められます。 

こうした状況において、当院としての果たすべき役割は以下のとおりとします。 

（１） 病院運営について、住民の安心・安全を確保するため、採算の是非を問わず対応し

なければならない。 

（２） 医療と介護の連携により、住み慣れた地域で永く安心して生活できる環境づくりを

進める。 

（３） 住民の健康を守るため、関係課と連携し健診などの予防医療を推進する。 

２．再編・ネットワーク化 

急速な高齢化に対応するためには、健康づくりから予防、治療、介護認定、リハビリテー

ション、更には訪問診療、訪問看護等の在宅医療に至る各段階に応じた包括ケアが必要です。

地域内の保健・医療・福祉に関する社会資源を有効に活用しながら、在宅医療を希望する患

者や家族が安心して暮らすことができる「地域包括ケア体制」の充実が必要です。 
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３．経営形態の見直し 

（１）北海道の公立病院における経営形態 

令和 3（2021）年度の北海道内にある公立病院 92 病院のうち、当院と同様の一部適用が最

も多く 56 病院（60.9％）となっています。 

 

令和 3（2021）年度 総務省 病院事業決算状況より集計 

（２）現状 

自治体が運営する病院事業は、公営企業に位置付けられ、地方公営企業法が適用されます

が、法の適用範囲については財務規定等のみに限定され、事業管理者の設置など組織や職員

の身分取り扱いに関する事項は、原則として適用されないこととなっています。 

これは、企業として効率的に運営されるべき点において、病院事業は水道・交通等の他の

事業に比べ採算性が低く、かつ、国による診療報酬の改定等により自らの経営状態に対応し

た自主的な料金改訂等の措置が実質的に不可能であるほか、民生・保健衛生等の一般行政と

の関係がより密接であることなど、他の事業とは性格が大きく異なることによるものです。 

これを「地方公営企業法一部適用（以下「一部適用」という。）」といい、道内の自治体病院

の大半が適用しており、当院においてもこの形態により運営を行っています。 

 

  

指定管理者

4.3%

一部適用

60.9%

全部適用

26.1%

その他

8.7%

病院事業 水道・交通事業など 

財務規定 

組織規定などの 

その他の規定 

財務規定のみ適用 

（一部適用） 
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（３）経営形態の見直しに係る４つの選択肢 

公立病院の経営形態については、民間的経営手法の導入を図る観点から、現在の経営形態

を変更し、人事・予算等にかかる実質的な権限や結果への評価責任を経営責任者に一体化す

るほか、最終的には民間譲渡や診療所化も視野に入れ、事業のあり方を抜本的に見直すこと

が求められています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「地方公営企業法全部適用」（以下「全部適用」という。）は、条例の定めにより「一部適

用」の財務規定に加えて、組織、人事・給与等を含めた地方公営企業法の全部の規定を適用

するもので、適用の選択は各自治体に任されています。 

そのほかの経営形態としては、自治体が設立した法人が病院運営を行う「地方独立行政法

人」、民間を含めた独立した法人に管理を含めた運営全般を委ねる「指定管理者制度」があり

ます。 

また、地域において必要な医療は公・民の適切な役割分担により提供されるべきものです。

大学病院、他の公立病院など公的医療機関や民間病院が数多く存在するなど、地域の医療事

業から見て民間の医療法人等に経営を委ねることが可能な地域にあっては、公立病院として

の存在意義が薄れている場合もあり、「民間譲渡」することも選択肢の一つとなります。 

  

①「地方公営企業法 全部適用」 

②「地方独立行政法人（非公務員型）」 

③「指定管理者制度」 

④「民間譲渡」 

地方公営企業法 一部適用（当院の現行形態） 

経営形態の見直し 
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（４）経営形態の比較・検討 

現在の経営形態である「一部適用」以外の「全部適用」、「独立行政法人」、「指定管理者制

度」及び「民間譲渡」について、次の３つの視点から比較・検討を行います。 

公立病院の経営の基本原則は、地方公営企業法によって「常に企業の経済性を発揮すると

ともに、その本来の目的である公共の福祉を増進するように運営されなければならない」と

定められています。経営形態の移行にあたっては、これまで地域の基幹病院として果たして

きた役割を踏まえ、地域の医療水準を維持しながら政策医療を安定的、継続的に提供してい

くことを前提に「公共性の確保」と「経済性の確保」という、相反する命題の均衡を図ること

が重要となります。 

また、医療の質を保ちつつ継続的な病院運営を行うためには、医療スタッフ等の確保や職

員のモチベーションの維持などが不可欠であることから、形態の移行にあたっての問題点等

についても比較・検討を行います。 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

➢「公共性の確保」 

→地域の基幹病院として、地域の医療水準を維持しながら、救急等不採算部門等の

政策医療を将来にわたって安定的、継続的に提供できることが可能か 

➢「経済性の確保」 

→経営責任の明確化を図り、迅速性、弾力性のある自律的かつ効率的な病院経営が

可能か 

➢「円滑な移行の確保」 

→職員の労働環境など問題なく円滑に経営形態を移行することが可能か 
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①「全部適用」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

・地方公営企業法の財務規定のみならず、内部組織の設置や職員の任免・給与等の身分取り扱い、

労働協約の終結など、同法の全部の規定が適用されます。 

・自治体の長が任命した専任の事業管理者（特別職）を設置することができます。 

・事業管理者には、経営に関する広範な権限が付与され、一定の自立性が認められます。 

制度概要 

・公立病院として、政策医療を提供する役割を担っています。 

・地方公営企業法により、政策医療に係る一般会計の負担が規定されています。 

 

～ 政策医療提供の担保 ～ 

公共性 

・経営責任の明確化が図られ、効率的かつ自立的な運営の拡大が可能となります。 

・予算及び決算について、議会の議決及び認定を受けます。 

 ⇒村民の代表である議会の意向が運営に広く反映されます。 

・自治体の内部組織であることに変わりがないことから定員管理の制限は付与されず、

また、制度上独自の給与設定が可能となるものの、実態としては村長部局や他の全部

適用事業（水道等）との均衡を考慮する必要があることから、それらの給与制度に準

じる運用事例が多く、実質的な効果の範囲は限定的となります。 

経済性 

・制度上独自の服務規定、就業規則等が設けられますが、職員の公務員としての身分や

実際の運営面などにおいて特に変更はなく、円滑な移行が期待できます。 

円滑な移行 

・現在、町長部局で行っている人事、給与、労務管理業務などを病院事業単独で行うことになる

ため、管理部門の拡充が必要となります。 

・事業管理者の設置や管理部門の拡充に伴い、人件費の増加が見込まれます。 

その他の課題 
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②「独立行政法人（非公務員型）」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

・自治体が直接実施する必要はありませんが、民間では必ずしも実施されないおそれがある公共的な

事業をより効率的に行わせることを目的として、議会の議決を経て自治体が定款を定め、設立する

団体です。 

・自治体とは別の法人格を有し、自治体の長が任命した法人の理事長に大幅な権限移譲が図られます。 

・単年度予算主義とは異なる中期的な視点で計画的に事業を実施し、事業実績や目標の達成状況は自

治体が設置する外部機関である評価委員会の評価を受けます。 

制度概要 

・議会の議決を経て自治体が示した法人が達成すべき中期目標（3～5 年）に基づき中期

計画を策定し、自治体の認可のもと自治体の直営に順次事業を実施することから、一

定の公共性は確保されます。 

・地方公営企業法により、政策医療に係る一般会計の負担が規定されています。 

 

～ 政策医療提供の担保 ～ 

公共性 

・経営責任の明確化が図られ、理事長独自の意思決定に基づく職員の任免や多様な雇

用形態・人員配置、給与体系の見直しや人材育成など、臨機応変で自律的な運営が

可能となります。 

・柔軟かつ迅速な組織・人事管理や弾力的な予算執行により機動性が高まり、効率的

な事業運営が期待できます。 

・経営実績や業績評価等を反映した人事・給与制度となりますが、現職員の現給保証

などにより、人件費削減効果を直ちに得ることは難しい場合も考えられます。 

・業務運営実績は第三者機関の厳格な評価を受けることから、事業の透明性が確保さ

れます。 

経済性 

・職員の身分は公務員から法人職員に移行します。 

 ⇒職員の処遇問題など、調整に相当の労力と時間を要することが予測され、職員の理

解が課題となります。 

円滑な移行 

・定款や諸規定の策定、労使交渉など、法人設立までに相当の労力と時間が必要となるほか、新た

な人事制度の導入や会計基準の変更に伴う人事給与・財務会計システム構築などに多額の初期経

費が必要となります。また、移行職員の退職給与引当金の計上など財務面での課題が存在します。 

・役員、会計監査人報酬や評価委員会の設置、管理部門の拡充などに伴い経常経費が増加します。 

その他の課題 
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③「指定管理者制度」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・自治体が施設を整備し、病院の運営管理全般については、議会の議決を経て民間の医療法人等

を指定管理者として包括的に委ねる公設民営制度です。 

・指定により、適切な管理を維持しつつ民間的な経営手法を導入することが可能となります。 

・自治体と指定管理者が協定を締結し、業務の範囲や実施内容を決定します。 

・職員の採用や給与体系など病院運営に係る権限は、指定管理者に付与されます。 

制度概要 

・協定により政策医療の実施を義務付けることは可能であり、一定の公共性は確保され

ます。 

⇒一般会計の負担に代わる財政措置が必要となります。 

・指定管理者自身の経営難などにより管理の継続が困難となり、政策医療の確保が損な

われる可能性や経済性を優先するあまり、政策医療の水準が低下するおそれがありま

す。 

公共性 

・指定管理者の裁量に基づく運営が行われるため、経営責任の明確化が図られ、自律的、

弾力的な病院運営が行われます。 

・民間事業者の経営ノウハウを幅広く活用した効率的な病院運営が期待できます。 

・人事、給与制度は指定管理者の裁量によるため、経営状況に応じた勤務条件となり、

人件費削減効果が期待できます。 

経済性 

・現に在職している職員は全て退職となり、継続して勤務を希望する場合は指定管理

者に新たに雇用される必要があります。 

⇒指定管理者に雇用された場合の身分は非公務員となるため、職員の処遇問題な

ど、調整に相当の労力と時間を要することが予測され、職員の理解が最大の課題と

なります。 

円滑な移行 

・指定管理者の引受先がない場合が想定されます。 

・導入に伴い、一時的に多額の退職金が発生することとなります。 

・指定期間中に指定管理者の経営破綻やその他の理由により、業務の継続が困難となった場合に

は、後継となる指定管理者の迅速かつ円滑な確保が重要となります。 

その他の課題 
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④「民間譲渡」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

・病院事業自体を民間の医療法人等に譲渡し、当該医療法人が医療サービスの提供を行いま

す。 

・病院運営の全ての権限は、医療法人等の長が持つこととなります。 

制度概要 

・医療法人等との協議により、政策医療の実施は可能となりますが、公的関与は相当薄

れることとなります。 

⇒他の形態と同様、政策医療の実施に対する財政措置を求められる可能性がありま

す。 

・医療法人等の経営難などにより継続が困難となり、政策医療の確保が損なわれる可能

性や経済性を優先するあまり政策医療の水準が低下するおそれがあります。 

公共性 

・医療法人等の長の裁量に基づく運営が行われるため経営責任の明確化が図られ、自律

的、弾力的な病院運営が行われます。 

・民間事業者の経営ノウハウを幅広く活用した効率的な運営が期待できます。 

経済性 

・現に在職している職員は全て退職となり、継続して勤務を希望する場合は医療法人等

の長に新たに雇用される必要があります。 

 ⇒指定管理者に雇用された場合の身分は非公務員となるため、職員の処遇問題など、

調整に相当の労力と時間を要することが予測され、職員の理解が最大の課題となり

ます。 

円滑な移行 

・譲渡を受ける医療法人等がない場合が想定されます。 

・譲渡に伴い、一時的に多額の退職金や企業債の繰上償還が発生することとなります。 

・政策医療の水準の低下や実施の継続が困難となる場合が想定されることについて、事前に住民

の十分な理解を得ておく必要があります。 

その他の課題 
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（５）今後の経営形態 

比較した４つの経営形態にはそれぞれ一長一短があり、見直しの方向性については本計画

の進捗状況や、公立病院を取巻く医療環境の動向などを見極めながら慎重に検討を進める必

要があります。 

このことから、院内の各部署の代表者による十分な議論のもと、当院に最も適した経営形

態についての結論を出すこととします。その後、点検・評価を行い、その結果を公表します。 

 

 

 

  

院内各部署の代表者 

経営形態の検討 

強化プラン実施状況の評価 

委員会において経営形態の方向性について提言 

今後の経営形態を決定 
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４．経営の効率化 

公立病院は、救急医療等の不採算部門の医療を担う必要があり、病院を取り巻く厳しい環

境は依然として続いていますが、引き続き病院改革に取り組み、地域における良質な医療を

確保していくことが必要です。 

なお、経営形態及び病床機能の選択については、以下のとおりとします。 

 

【病床機能の選択】 

・病床利用率を上げ、地域のニーズに合わせた病床機能を選択します。 

【人口に減少に対応した医療】 

・村の人口減少にあわせて病床数の削減を検討します。 

 

５．一般会計負担の考え方 

病院などの地方公営企業は「独立採算制」を原則としています。しかし、採算を取ること

が困難な場合でも「地域住民に対する医療体制を確保しなければならない」という自治体病

院の役割を考慮し、総務副大臣通知「地方公営企業繰出し金について（通知）」により一般会

計に負担を求めています。 

当村の一般会計繰出金については、総務副大臣通知に準ずるとしながらも、一般会計の財

政状況を勘案し、その金額は交付税算定額を基本とした内容に止まっています。しかしなが

ら、急速に病院事業運営が厳しさを増す中、病院の経営努力だけでは収支の健全化を図るこ

とは極めて困難な状況となっています。 

 

〇総務省繰出基準 

※「令和 5 年度の地方公営企業繰出し金について」（総務副大臣通知）から抜粋 

病院の建設改良に要する経費 病院の建設改良費及び企業債元利償還金のうち、その経営に伴う収入をもって充てること

ができないと認められるものに相当する額（建設改良費及び企業債元利償還金の２分の１

（ただし、平成 14 年度までに着手した事業に係る企業債元利償還金にあっては３分の２）

を基準とする。）。 

へき地医療の確保に要する経費 ア 地域において中核的役割を果している病院による巡回診療、へき地診療所等への応援

医師又は代診医師の派遣及び訪問看護に要する経費等のうち、その経営に伴う収入をも

って充てることができないと認められるものに相当する額。 

イ 遠隔医療システムの運営に要する経費のうち、その経営に伴う収入をもって充てるこ

とができないと認められるものに相当する額。 

不採算地区病院の運営に要する経

費 

不採算地区病院の運営に要する経費のうち、その経営に伴う収入をもって充てることがで

きないと認められるものに相当する額。 

感染症医療に要する経費 医療法第７条第２項第２号に規定する感染症病床の確保に要する経費のうち、これに伴う

収入をもって充てることができないと認められるものに相当する額。 

リハビリテーション医療に要する

経費 

リハビリテーション医療の実施に要する経費のうち、これに伴う収入をもって充てること

ができないと認められるものに相当する額。 
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救急医療の確保に要する経費 救急病院等を定める省令第２条の規定により告示された救急病院又は「救急医療対策の整

備事業について」に基づく救命救急センター若しくは小児救急医療拠点病院又は小児救急

医療支援事業を実施する病院における医師等の待機及び空床の確保等救急医療の確保に

必要な経費に相当する額とする。 

公立病院附属診療所の運営に要す

る経費 

公立病院附属診療所の運営に要する経費のうち、その経営に伴う収入をもって充てること

ができないと認められるものに相当する額。 

保健衛生行政事務に要する経費 集団検診、医療相談等に要する経費のうち、これに伴う収入をもって充てることができな

いと認められるものに相当する額。 

経営基盤強化対策に要する経費  

 医師及び看護師等の研究研修

に要する経費 

医師及び看護師等の研究研修に要する経費の２分の１。 

 保健・医療・福祉の共同研修等

に要する経費 

病院が中心となって行う保健･福祉等一般行政部門との共同研修･共同研究に要する経費

の２分の１。 

 病院事業会計に係る共済追加

費用の負担に要する経費 

当該年度の４月１日現在の職員数が地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行

法の施行の日における職員数に比して著しく増加している病院事業会計に係る共済追加

費用の負担額の一部。 

 公立病院経営強化の推進に 

要する経費 

①経営強化プランの策定並びに実施状況の点検、評価及び公表に要する経費。 

②経営強化プラン（当分の間、「公立病院改革ガイドラインについて」（平成 19 年 12 月 24

日付け総財経第 134 号）に基づく公立病院改革プラン及び「公立病院改革の推進につい

て」（平成 27 年３月 31 日付け総財準第 59 号）に基づく新公立病院改革プランを含む。

以下③及び④において同じ。）に基づく公立病院の機能分化・連携強化等に伴い必要とな

る施設の除却等に要する経費及び施設の除却等に係る企業債元利償還金のうち、その経

営に伴う収入をもって充てることができないと認められるものに相当する額。 

③経営強化プランに基づく機能分化・連携強化等に伴い、新たな経営主体の設立又は既存

の一部事務組合若しくは広域連合への加入に伴い経営基盤を強化し、健全な経営を確保

するために要する額のうち、その経営に伴う収入をもって充てることができないと認め

られるものに対する出資に要する経費（④の経費を除く。）。 

④経営強化プランに基づく公立病院の機能分化・連携強化等に伴い、新たに必要となる建

設改良費及び企業債元利償還金のうち、その経営に伴う収入をもって充てることができ

ないと認められるものに相当する額（建設改良費及び企業債元利償還金の３分の２を基

準とする。）。 

⑤持続可能な質の高い地域医療提供体制の確保に向け病床機能の見直しに取り組む公立

病院を支援するために、総務省及び当該見直しに関して専門的知見を有する者が連携し

て行う事業（公立病院医療提供体制確保支援事業）として実施される経営支援の活用に

要する経費の２分の１。 

医師等の確保対策に要する経費  

 医師の勤務環境の改善に要す

る経費 

国家公務員である病院等勤務医師について講じられる措置を踏まえて行う公立病院に勤

務する医師の勤務環境の改善に要する経費のうち、経営に伴う収入をもって充てることが

客観的に困難であると認められるものに相当する額。 

 医師等の派遣等に要する経費 ①公立病院及び公立診療所への医師等の派遣に要する経費。 

②不採算地区に所在する又は救急医療を担う公的病院等（病院にあっては、「地域医療構想

を踏まえた「公的医療機関等 2025 プラン」策定について」（平成 29 年８月４日付け医

政発 0804 第２号）に基づく「公的医療機関等 2025 プラン」を策定しているものに限

り、診療所にあっては、医療法第 30 条の４第２項第７号に規定する地域医療構想（以下

「地域医療構想」という。）を踏まえた病院の役割・機能の見直しに伴い診療所化したも

の（地域医療構想の制度化前において国の施策を踏まえて診療所化したものを含む。）で

あって、医療計画において、同項第４号又は第５号に規定する事項の対応医療機関とし

て位置付けられているものに限る。）への医師等の派遣に要する経費とする。 

③公立病院及び公立病院附属診療所において医師等の派遣を受けることに要する経費と

する。 

 遠隔医療システムの導入に要

する経費 

遠隔医療システムの導入に要する経費（企業債をもって財源とすることができるものを除

く。）。 
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１．地域医療構想を踏まえた当院の果たすべき役割 

当院が位置する北部宗谷地域においては、市立稚内病院が基幹病院となり、各病院と連携

し北部地域医療の中心的病院となっていますが、当院から約 60 ㎞離れており、道北三次医療

圏まで広げると中心病院である名寄市立病院までは約 150 ㎞の距離があり、公共交通機関の

利便性を考慮すると、村民の通院は困難であり、一次医療機関として当院が村民に果たす役

割は重要であり、病床機能の分化では必ずしも整理できない現状にあります。 

さらに、村民に高齢者が占める比率は必ずしも高比率とは言えないまでも、在宅で安心し

て永く住み続けるためには、村唯一の病院である当院の存在そのものが大きくなっています。 

在宅医療については、院内看護部に訪問看護師が常駐し、地域包括支援センター、居宅介

護支援事業所等と情報共有し、効率的かつ的確に訪問看護事業を推進しています。また、小

規模多機能型居宅介護施設とも連携し、村の高齢者にとって医療と介護の隙間のないサポー

トを継続することが重要です。 

病床規模について、許可病床数 28 床、うち一般病床 24 床（稼働中）、療養病床４床（休床

中）の現状について、長期にわたり療養病床を休床としていたのは、医師はじめ医療スタッ

フの確保が困難なためです。 

また、入院機能では、患者の高齢化とこれまでの利用実績及び当院の一般病床入院患者数

からを考え、令和 7（2025）年 4 月 1 日に有床診療所と介護医療院の開設を目指します。 

（１）猿払村の医療を提供する地域密着型病院 

・住民の医療・介護需要に対応できる地域密着型病院を整備します。 

・地域の「かかりつけ医」としての役割を担い、住民に親しまれる病院を目指します。 

・医療・介護連携を充実し、将来を見据え、地域になくてはならない病院を目指します。 

（２）医療政策・社会の変化に対応する病院 

・住み慣れた地域で在宅を基本とした生活の継続を目指す、地域包括ケアシステムの構築

に貢献します。 

・公立病院として、国・道から求められる政策医療の対応を図ります。 

・少子化、超高齢社会に対応し、小児医療と高齢者に配慮した医療の充実を図ります。 
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（３）村民の安心を医療面から支える病院 

・地域の医療需要や今後の医療政策の行動の把握、経営分析等を行い、健全かつ安定した

経営の実現に努めます。 

・地域の医療機関との連携の強化と、医療の必要な介護患者の受け入れをさらに進めるこ

とで収入の確保を図るとともに、コスト管理を徹底し、収益性の向上に努めます。 

（４）政策医療への対応 

公立病院として、医療計画内にある65 疾病75 事業のうち、以下の診療機能充実を図りま

す。また、近年の感染症対応についても検討します。 

糖尿病 

発症予防と早期発見・早期治療の推進に加え、重症化予防に向けて糖尿病の診療体制を構

築するとともに、糖尿病教室等の開設や生活指導及び食事指導の強化により、猿払村の糖尿

病性腎症による透析患者の減少を推進します。 

（５）高齢者医療への対応 

入院から退院までの流れをスムーズにするとともに、入院期間中の合併症予防、快適な施

設整備とソフト面の対策の強化に努めます。 

主な取り組み 

・入退院支援の強化による受診支援体制の充実化 

・急性期病床を有する医療機関や特養施設等、介護福祉機関との連携強化 

（６）地域医療機関等との連携 

地域の医療機関との連携・役割分担を推進し、地域で切れ目のない確実な対応を行える環

境を構築します。 

  

                                                

6 5 疾病：広範かつ継続的な医療の提供が必要と認められる疾病を指し、現行の 5 疾病は

「がん、脳卒中、心筋梗塞等の心血管疾患、糖尿病、精神疾患」を指す。 

7 5 事業：医療を取り巻く情勢から政策的に推進すべき医療のことを指し、現行の 5 事業は

「救急医療、災害時における医療、へき地の医療、周産期医療、小児医療」を指す。 
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（７）地域住民の健康増進、疾病予防への貢献 

村民の健康増進、健康長寿に貢献できるよう、保健福祉課等との連携強化を図り、疾病発

症予防と重症化防止を行い、健康寿命の延伸に努めます。 

主な取り組み 

・疾病の発症予防と重症化予防に関する情報発信 

・特定健診などの各種健診の受診率の向上と、有所見者への円滑な診療体制の整備 

２．組織・体制・マネジメントの強化 

（１）職員が誇りとやりがいを持ち働きやすい病院 

すべての病院職員がそれぞれの専門性を最大限に発揮できる働きやすい環境を整えること

で、医療の質とサービスの向上を図ります。また、職員の能力向上については、学会・研究等

への積極的な参加などの教育体制の整備を行います。 

職員の勤務にあたっては、仕事をしながらも子育て・家庭生活が充実したものになるよう、

ワークライフバランスの実現に取り組みます。 

（２）医師の働き方改革への対応 

平成 31（2019）年に施行された「働き方関連法」により、令和 6（2024）年 4 月から医師

にも時間外労働の上限が原則「年間 960 時間」と定められました。また、連続勤務などの荷

重労働の是正が求められていることから、常勤医師の確保とともに「労働管理の徹底」、「タ

スク・シフティング」「タスク・シェアリング」など医師の負担軽減についても検討します。 

（３）医療職の確保に関する取り組み 

当村では、医療職等養成施設に入学する方又は在籍している方で、将来、猿払村職員とし

て医療職等の業務に従事しようとする方を対象に、奨学資金を借り受けた期間に相当する期

間、医療職種の業務に従事すると、奨学資金の返還が免除される制度があります。 
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３．新興感染症の感染拡大時に備えた平時からの取り組み 

新型コロナウイルスなど新興感染症等は、発生時期、感染力、病原性などについて、事前

に予測することが困難ではありますが、新興感染症等の発生後、速やかに対応ができるよう

あらかじめ準備をしておくことが重要となります。 

当院では新型コロナウイルス感染症に対し『院内感染対策マニュアル』を作成し、感染の

持ち込みと広がりを防ぐ方策や、有症状者が発生した場合の初動・対応体制などについて取

り纏めを行い、周知徹底しています。 

『院内感染対策委員会』では、職員を対象として、定期的に院内感染対策に関する教育と

実習を行っています。また、院内感染の発生率に関する8サーベイランスの実施し、院内感染

が発生しない体制を構築しています。 

（１）新興感染症に対する平時の取り組み 

①外来受診時の取り組み 

 院内訪問者へ入り口付近で検温するとともに、症状の有無にかかわらず、マスクの着

用を求めます。 

 症状のある患者については、できるだけ他の患者と接触しないようにゾーンニング

を行うなどの措置を行います。また、入院が必要な場合は空き病室を利用し院内隔離

を実施します。 

 症状のある患者の診療を行う際は、他の患者の動線を考慮し、隔離した場所に案内若

しくは、車両や隔離された場所で適正な感染対策をしたうえで診察を行い、感染拡大

防止に努めます。 

②重傷者発生の対応 

 重症者発生時、重症リスクの高い患者は、連携している医療機関へ搬送します。 

③感染防護具等の備蓄 

 手袋、ガウンなどの感染防具等の備蓄を行い、初期治療に対応できる体制を構築し

ます。 

④院内感染対策の徹底 

 感染対策の研修や感染管理認定看護師や看護管理者の人材育成に努めます。 

⑤クラスター発生時の対応方針 

 院内感染マニュアルに沿って対応します。 

⑥PCR 検査等病原体検査体制の整備 

 院内で検査を行える体制を整えます。 

                                                

8 サーベイランス：医療関連感染の発生状況を把握し、その評価を感染防止対策に活用する

こと。 
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（２）新興感染症に対する感染拡大時の取り組み 

①受入体制に係る方針 

 新興感染症の感染拡大時には一時的に入院施設を利用しますが、重症患者や重症リ

スクの高い患者については、近隣の病院と連携し対応します。 

②感染拡大時に活用する病床 

 隔離ができる病室や陰圧室への変更が可能な病室を準備しています。 

③感染防護具や医療資機材等の確保 

 感染防護具や医療資機材の確保は近隣病院と連携し確保分担します。 

（３）新興感染症の病床確保 

新興感染症の病床確保に当たっては、感染状況に応じて、新興感染症以外の通常医療の稼

働病床を一時的に休止し、感染症防止のためのゾーニングの実施やマンパワー配置の工夫に

より、新興感染症病床に転用します。 

 

 

  

感染症病床

一般病床

療養病床

感染症病床
マンパワー

活用

稼働病床の一時休床

（マンパワー確保）

稼働病床の一時休床

・マンパワー確保

・感染防止対策

（ゾーニング等）

感染症受入病床

への転用

（ゾーニング等）

感染症病床

臨時増床

臨時の医療施設

マンパワー

活用

平時 感染症発生初期の対応
感染症拡大時の対応

（感染症に係る短期的な医療需要への対応）

宿泊療養施設

一般病床

療養病床
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４．施設・設備の最適化 

（１）施設・設備の計画的かつ適正な更新 

施設の維持管理及び修繕を自主的に管理し、計画的・効率的に行う事によって、維持管理

費・修繕費を平準化し、建物に掛かるトータルコストを縮減します。 

（２）新興感染症に対応する医療 

感染防護具等の備蓄、感染管理の専門人材の育成や院内感染対策の徹底などを継続的に取

り組みます。また、感染拡大時においては、病室切り替え等で感染症患者の一時受入体制の

整備など、限られた医療資源を最大限に活用し、感染拡大防止に努めます。 

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）に対しても、検査体制の強化や発熱外来の常設な

どにより、地域住民が安心して暮らせるように医療体制の継続的な整備に努めます。 

５．デジタル化への対応 

今般の新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、テレワークやオンライン会議等、対

面を前提としない働き方が社会全体で急速に進んでいます。 

医療の分野においてもマイナンバーカードの保険証利用や、一定の条件下でオンライン診

療が可能となるなど、ICT を活用した診療やサービスの提供が進んでおり、その対応が求め

られています。 

また、医療分野及び医療情報システムに対するサイバー攻撃が一層、多様化・巧妙化が進

み、医療機関等における診療業務等に大きな影響が生じる被害も見られています。特に9ラ

ンサムウェアに代表される攻撃への対策は、喫緊の課題となっています。 

当院では、令和 3（2021）年にオンライン資格確認システムを導入し、厚生労働省の「医

療情報システムの安全管理に関するガイドライン第 6.0 版（令和 5（2023）年 5 月）」に沿

って対応しています。 

また、総務省においても、地域医療連携ネットワーク等「ネットワーク化」による情報の

共有・活用や、個人の生涯に渡る医療等のデータを自らが時系列で管理し、多目的に活用す

る仕組み（10PHR）等の医療データなどの利活用、高精細映像技術の医療応用等の取り組み

が進められています。 

  

                                                
9 ランサムウェア：身代金という意味を持つ英単語の｢Ransom（ランサム）｣と、コンピュ

ータウイルス等を含むコンピュータに何らかの処理を行うプログラムなどを指す｢Software

（ソフトウェア）｣を組み合わせた造語。 

10 PHR：「Personal Health Record」の略で、個人の健康・医療・介護に関する情報のこと

を指す。 
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６．住民の理解 

本計画における当院の機能の見直しについては、住民の理解と納得が必要です。当村にお

いては、村唯一の病院があらゆる機能を持とうとしても、医療スタッフの確保ができないば

かりか、適切な勤務環境を確保できず、結果的に地域全体として適切な医療を提供できない

ことになりかねません。人口の減少と高齢化が進む中で、限られた財源の中で、村民の命と

健康を守るために村民のニーズに合った、よりよい医療提供に取り組んでいく必要がありま

す。 

本計画の策定に当たっては、院内での十分な検討を重ね、猿払村議会の場でも説明し、意

見を求め、本計画に反映をしてきました。 

今後は、広報誌への掲載や村のホームページへの掲載を行っていくこととしています。ま

た、各年度末に病院ホームページにて進捗状況を報告し、本計画の検証を行うこととします。 
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第５章 数値目標の設定 

経営の公立化を進めるにあたり、本計画期間における収支計画と主な経営指標の目標を次

のとおり設定し、この目標の達成に向けた具体的な取り組みを設定します。 

なお、収支計画及び経営指標の目標値設定にあたってはコストダウンのみによって採算ラ

インに到達させることは困難であることから、コストダウンを図りつつ増収に係る取り組み

も実施します。 

１．医療機能や医療の質、連携の強化等に係る数値目標 

（１）医療機能に係るもの 

積極的な救急患者の受入れ等により患者数の減少を防ぎます。 

 令和 4 

(2022)年度 
（実績） 

令和 5 

(2023)年度 
（見込み） 

令和 6 

(2024)年度 
（目標） 

令和 7 

(2025)年度 
（目標） 

令和 8 

(2026)年度 
（目標） 

令和 9 

(2027)年度 
（目標） 

診療時間外に受診した 

延患者数（人） 
328 328 328 328 328 328 

受診後直ちに入院 

となった患者延べ数（人） 
33 33 33 33 33 33 

救急車の受入件数（件） 161 161 161 161 161 161 

訪問診療件数（件） 127 127 127 127 127 127 

訪問看護件数（医療）（件） 319 319 319 319 319 319 

訪問看護件数（介護）（件） 578 578 578 578 578 578 

（２）連携強化等に係るもの 

地域医療連携を推進し、紹介件数を増加させます。 

  令和 4 

(2022)年度 
（実績） 

令和 5 

(2023)年度 
（見込み） 

令和 6 

(2024)年度 
（目標） 

令和 7 

(2025)年度 
（目標） 

令和 8 

(2026)年度 
（目標） 

令和 9 

(2027)年度 
（目標） 

紹介件数（件） 16 16 17 17 18 18 
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２．経営指標に係る数値目標 

（１）収支改善に係るもの 

  令和 4 

(2022)年度 
（実績） 

令和 5 

(2023)年度 
（見込み） 

令和 6 

(2024)年度 
（目標） 

令和 7 

(2025)年度 
（目標） 

令和 8 

(2026)年度 
（目標） 

令和 9 

(2027)年度 
（目標） 

経常収支比率（%） 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

医業収支比率（%） 51.9 54.0 56.1 60.6 60.6 60.9 

修正医業収支比率（%） 51.0 53.2 55.4 60.6 60.6 60.9 

（２）収支確保に係るもの 

地域医療連携の促進により、入院患者延べ数・病床利用率の増加を目指します。 

外来患者は現状を維持し、減少を防ぎます。 

 令和 4 
(2022)年度 
（実績） 

令和 5 
(2023)年度 
（見込み） 

令和 6 
(2024)年度 
（目標） 

令和 7 
(2025)年度 
（目標） 

令和 8 
(2026)年度 
（目標） 

令和 9 
(2027)年度 
（目標） 

外来患者延数（人） 11,074 12,071 13,068 13,068 13,068 13,068 

入院患者延数（人） 3,974 4,541 5,107 5,097 5,097 5,097 

病床利用率（％） 45.4 51.9 58.3 73.5 73.5 73.5 

平均在院日数（日） 32 32 32 32 32 32 

（３）経費節減に係るもの 

 令和 4 
(2022)年度 

（実績） 

令和 5 
(2023)年度 
（見込み） 

令和 6 
(2024)年度 

（目標） 

令和 7 
(2025)年度 

（目標） 

令和 8 
(2026)年度 

（目標） 

令和 9 
(2027)年度 

（目標） 

医業収益対材料費比率 

（%） 
43.3 43.9 44.5 44.3 44.1 43.9 
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（４）経営の安定性に係るもの 

職員数については現在の医療の質を落とさぬよう、現状維持を図ります。 

 令和 4 

(2022)年度 
（実績） 

令和 5 

(2023)年度 
（見込み） 

令和 6 

(2024)年度 
（目標） 

令和 7 

(2025)年度 
（目標） 

令和 8 

(2026)年度 
（目標） 

令和 9 

(2027)年度 
（目標） 

医師 2 2 2 2 2 2 

看護師 16 16 16 16 16 16 

薬剤師 1 1 1 1 1 1 

薬剤助手 1 1 1 1 1 1 

臨床検査技師 1 1 1 1 1 1 

臨床検査助手 1 1 1 1 1 1 

放射線技師 1 1 1 1 1 1 

栄養士 1 1 1 1 1 1 

調理員 2 2 2 2 2 2 

事務 6 6 6 6 6 6 
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（５）収支計画 

（単位：千円） 

 

  

令和4（2021）年実績 令和6（2024）年 令和7（2025）年 令和8（2026）年 令和9（2027）年

稼働日数（日） 242 244 242 242 243

1日平均患者数 45.8人 54.0人 54.0人 54.0人 54.0人

患者単価（円） 14,484円 15,430円 15,430円 15,430円 15,430円

外来収益　計 160,394 203,306 201,639 201,639 202,472

稼働日数（日） 365 365 365 365 366

病床利用率 45.4% 58.3% 73.5% 73.5% 73.5%

1日平均患者数 10.9人 14.0人 14.0人 14.0人 14.0人

患者単価（円） 13,460円 12,000円 12,000円 12,000円 12,000円

入院収益　計 53,491 61,285 61,167 61,167 61,334

その他医業収益 49,641 47,892 47,000 47,000 47,000

その他医業収益収益　計 49,641 47,892 47,000 47,000 47,000

他会計繰入金（医業収益） 4,745 4,380 0 0 0

医業収益　計 268,271 316,863 309,806 309,806 310,807

材料費 114,070 117,160 116,633 116,106 115,579

材料費　計 114,070 117,160 116,633 116,106 115,579

給与費 295,212 287,525 290,400 293,304 296,237

減価償却費 31,366 52,070 0 0 0

その他医業費用 75,983 107,770 104,537 101,401 98,359

病院事業費　計　 402,561 447,365 394,937 394,705 394,596

516,631 564,525 511,570 510,811 510,175

△248,360 △247,662 △201,764 △201,005 △199,368 

247,285 235,654 205,024 204,265 202,628

3,286 13,269 0 0 0

2,223 1,465 1,465 1,465 1,465

641 1,999 0 0 0

医業外収益　計 253,435 252,387 206,489 205,730 204,093

医業外費用　計 5,077 4,725 4,725 4,725 4,725

521,706 569,250 516,295 515,536 514,900

521,708 569,250 516,295 515,536 514,900

△2 0 0 0 0

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

51.9% 56.1% 60.6% 60.6% 60.9%

51.0% 55.4% 60.6% 60.6% 60.9%

病

院

事

業

費

補助金

医業費用　計

他会計繰入金（医業外収益）

医業損益

医

業

費

用

材

料

費

長期前受金戻入

経常損益

経常収支比率

修正医業収支比率

医業収支比率

その他医業外収益（他会計繰入金を除く）

事業損益計画

病
院
事
業

経常収益

経常費用

外

来

収

益

入

院

収

益

医

業

収

益

そ

の

他
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３．目標達成のための具体的な取り組み 

（１）地域医療の充実に向けた役割の強化 

地域医療連携と初期医療、安定期の受入の充実を図り、公立の医療機関としての機能を強

化します。 

取組事項 取組内容 

地域医療連携の 

充実 

・二次医療圏・三次医療圏の拠点病院などと連携し、紹介・逆紹介の推

進、地域の医療機関などとの連携を強化し、『かかりつけ医』患者の病

状に応じた地域完結型医療の確立を目指します。 

令和 5 
(2023)年度 

令和 6 
(2024)年度 

令和 7 
(2025)年度 

令和 8 
(2026)年度 

令和 9 
(2027)年度 

     

地域包括ケアシス

テムへの取り組み 

・二次医療圏、三次医療圏の医療機関等との連携を図りながら、地域包

括ケアシステムの構築に取り組みます。 

令和 5 
(2023)年度 

令和 6 
(2024)年度 

令和 7 
(2025)年度 

令和 8 
(2026)年度 

令和 9 
(2027)年度 

     

救急体制の充実 ・村内唯一の救急告示病院として 24 時間 365 日救急患者の受入を行

い、村内の医療体制の充実に努めます。 

令和 5 
(2023)年度 

令和 6 
(2024)年度 

令和 7 
(2025)年度 

令和 8 
(2026)年度 

令和 9 
(2027)年度 

     

地域医療構想を見

据えた病床再編 

・北海道が策定する「地域医療構想」や、宗谷医療圏の病床機能分化の

動向を見極め、初期治療に限らず安定期の患者の受入を行うなど、将

来の地域医療需要に適切に対応します。 

令和 5 
(2023)年度 

令和 6 
(2024)年度 

令和 7 
(2025)年度 

令和 8 
(2026)年度 

令和 9 
(2027)年度 

     

介護・保健・福祉機

関との連携強化 

・退院患者の在宅医療・生活支援に関する体制を構築するため、村内を

中心都した介護・保健、福祉機関との連携を強化します。 

令和 5 
(2023)年度 

令和 6 
(2024)年度 

令和 7 
(2025)年度 

令和 8 
(2026)年度 

令和 9 
(2027)年度 
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（２）安全で安心できる医療の推進 

説明と同意のもとに患者が安心して良質な医療を受けられる体制や環境の充実を図ります。 

取組事項 取組内容 

災害に対する 

機能強化 

・村内の災害時の医療拠点としての機能が求められる自治体病院とし

て、災害を想定した訓練や職員研修などを定期的に実施し、災害時

に対する機能強化を図ります。 

令和 5 
(2023)年度 

令和 6 
(2024)年度 

令和 7 
(2025)年度 

令和 8 
(2026)年度 

令和 9 
(2027)年度 

     

医療安全・感染対

策の充実 

・院内外での研修や講習会に参加し、医療安全や感染対策に関する職

員の意識向上や人材の育成を推進するとともに、新興感染症への平

時からの対策を行い、医療安全・感染対策の充実を目指します。 

令和 5 
(2023)年度 

令和 6 
(2024)年度 

令和 7 
(2025)年度 

令和 8 
(2026)年度 

令和 9 
(2027)年度 

     

設備の改良・充実 ・療養、診療環境の快適性や安全性の向上を図るため、優先度や年度

負担の平準化などに十分配慮しながら、設備の改良・充実に努めま

す。 

令和 5 
(2023)年度 

令和 6 
(2024)年度 

令和 7 
(2025)年度 

令和 8 
(2026)年度 

令和 9 
(2027)年度 

     

（３）医療・看護の質の向上の推進 

病院職員は常に研鑽して知識と技術の習得に励み、地域医療に貢献します。 

取組事項 取組内容 

医師・看護師な

ど医療スタッフ

の確保 

・ホームページや人材紹介システム・各種メディアの活用、基幹病院な

どへの情報提供を継続するとともに、医療スタッフ採用に向けた様々

な活動に取り組みます。 

・臨床研修医を積極的に受入、育成するとともに、その定着に努めます。 

令和 5 
(2023)年度 

令和 6 
(2024)年度 

令和 7 
(2025)年度 

令和 8 
(2026)年度 

令和 9 
(2027)年度 
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（４）効率的な病院運営の推進 

経営の改善・強化に向けた取組みにより、健全で安定した経営基盤の確立を図り、将来を

見据えた効率的な病院運営に努めます。 

取組事項 取組内容 

適正な診療報酬

の確保 

・診療報酬に係る各種情報の収集や職員研修の実施、返戻・査定減の縮

減を図るための検討・分析などを通じて、適正な診療報酬の確保に努

めます。 

令和 5 
(2023)年度 

令和 6 
(2024)年度 

令和 7 
(2025)年度 

令和 8 
(2026)年度 

令和 9 
(2027)年度 

     

病床の効率的な

運用 

・将来を見据えた病床機能や病床数の見直しを実施します。 

令和 5 
(2023)年度 

令和 6 
(2024)年度 

令和 7 
(2025)年度 

令和 8 
(2026)年度 

令和 9 
(2027)年度 

     

医薬品・診療材

料の購入・管理

体制の強化 

・価格交渉の強化、発注方法の見直し、類似品の整理、ジェネリック医

薬品の採用拡大などにより、医薬品、診療材料費の削減を推進すると

ともに、管理体制の運用強化に努めます。 

令和 5 
(2023)年度 

令和 6 
(2024)年度 

令和 7 
(2025)年度 

令和 8 
(2026)年度 

令和 9 
(2027)年度 

     

医療機器の計画

的な導入 

・医療機器の購入経費とその収益性を考慮しながら、計画的な導入を図

るとともに、取得方法や財源等についての検討も行い、購入経費の縮

減に努めます。 

令和 5 
(2023)年度 

令和 6 
(2024)年度 

令和 7 
(2025)年度 

令和 8 
(2026)年度 

令和 9 
(2027)年度 

     

医療情報システ

ムの更新 

・医療情報システムや地域連携ネットワークシステムの更新などを計画

的に進め、業務効率の維持、向上を図ります。 

令和 5 
(2023)年度 

令和 6 
(2024)年度 

令和 7 
(2025)年度 

令和 8 
(2026)年度 

令和 9 
(2027)年度 

     

施設・設備の計

画的な修繕 

・コストや耐用年数等を考慮し、年度負担の平準化や軽減に努め、適正

かつ計画的な修繕を実施します。 

令和 5 
(2023)年度 

令和 6 
(2024)年度 

令和 7 
(2025)年度 

令和 8 
(2026)年度 

令和 9 
(2027)年度 
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（５）医療従事者の勤務環境等の充実 

医療従事者の勤務環境等の充実に努め、医療提供体制の確保を図ります。 

取組事項 取組内容 

勤務環境の改善 ・有給休暇率の向上や時間外勤務の縮減に取り組むとともに、職員の定

着に努めます。 

・医師の勤務負担軽減として、タスク・シェアリングやタスク・シフテ

ィングなどを行い勤務負担軽減に努めます。 

令和 5 
(2023)年度 

令和 6 
(2024)年度 

令和 7 
(2025)年度 

令和 8 
(2026)年度 

令和 9 
(2027)年度 
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第６章 計画の推進 

１．病院経営強化プランの実現に向けた組織図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．進捗管理 

院内の各部署の代表者で点検・評価を行い、病院ホームページにて年度毎の結果を報告し、

意見を求めることとします。また、本計画で掲げた経営指標に係る数値目標の達成が著しく

困難であると認めるときは、本計画全体を見直し、大幅な改定を行うこととします。 

 

【PDCA サイクル】 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．公表方法 

経営強化プランの実施状況は、広報またはホームページに掲載します。 

Do 
（実施） 

Action 
（改善） 

Check 

（確認・評価） 
Plan 

（計画） 

方針に基づく取組みの推進 

取組状況の検証 

具体化を促す仕組みの構築・改善 

計画の策定・見直し 

進捗管理 

≪議会・村民≫ 

報告 

病院の各部門の代表者にて構成 

【検討内容】 

 各部門の状況を踏まえて検討 

 猿払村全体の医療の在り方について 

 住民のニーズ沿った医療・福祉・介護・保健の連携について 

 猿払村国民健康保険病院の果たすべき機能と役割について 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

猿払村国民健康保険病院 経営強化プラン 

2024 年 3 月 

〒098-6234 北海道宗谷郡猿払村鬼志別北町２８番地 

 

【猿払村国民健康保険病院】 

TEL 01635-2-3331 


